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審  査  意  見  書 

 

貴方が提出した「（仮称）ホテルルートイン丹波」の景観影響評価準備書について、

地域の景観との調和を図るための措置に関して審査した結果は、次のとおりです。 

 

記 

当該特定建築物等に係る景観影響評価準備書の内容は、特定建築物等景観基準に適

合していると認められます。 

また、住民意見書の提出はなく、特定建築物等と地域の景観との調和を図るために

特定建築主が講ずべき措置もないと認められます。 

ついては、景観の形成等に関する条例第27条の８第１項ただし書きの規定により、

景観影響評価書の作成は不要となりますので、同条例第27条の２の２の規定により、

行為の届出を行ってください。 
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